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１【提出理由】

平成28年５月24日に提出した臨時報告書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、金融商

品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本訂正報告書を提出するものである。

 

２【訂正事項】

訂正箇所は、下線で示している。

 

＜訂正前＞

 

＜前　略＞

 

（２）発行数

当行は以下の承認を得ている。

 

(a)　マレーシア中央銀行から、当行のDRPに基づく普通株式412.0百万株を上限とす

る普通株式の新規発行を通じて、当行の発行済・払込済株式資本を増加させる

ための承認。

 

(b)　マレーシア証券取引所から、当行のDRPに基づき335.2百万株を上限とする当行

の新規普通株式の上場及び相場付けを行うための承認。

 

ただし、実際に発行される新規普通株式数は、当行の適格株主の利用の程度によるた

め、DRPの期間終了時である2016年５月24日（以下「クロージング日」という。）の後に

のみ確定する。

 

（３）発行価格及び資本組入額

 

＜中　略＞

 

資本組入額

実際の資本組入額は、当行の適格株主の利用の程度によるため、クロージング日の後

にのみ決定される。

例示の目的において、当行の直近の発行済・払込済株式資本である9,773,592,486 株

の普通株式（2016年５月６日現在）、本発行価格及び配当金の割当可能部分である0.24

マレーシア・リンギットに基づき、当行
*
の資本組入額／再投資額は約2.35十億マレーシ

ア・リンギット（63.43十億円）（普通株式約280,917,628株相当）となる。

*　上記の算出においては100％利用されることを前提としている。ただし、実際の利用の程

度はより低い可能性がある。

 

（４）発行価額の総額及び資本組入額の総額

 

発行価格の総額

実際の発行価格の総額は、当行の適格株主の利用の程度によるため、クロージング日

の後にのみ決定される。

例示の目的において、当行
*
のすべての適格株主が配当金の割当可能部分である0.24マ

レーシア・リンギットの全額をDRPに基づき発行される新規普通株式に再投資することを

選択した場合、発行される新規普通株式数の合計は約280,917,628 株となる。かかる場

合、発行価格の総額は約2.35十億マレーシア・リンギット（63.43十億円）となる。

*　上記の算出においては100％利用されることを前提としている。ただし、実際の利用の程

度はより低い可能性がある。
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資本組入額の総額

実際の資本組入額の総額は、当行の適格株主の利用の程度によるため、クロージング

日の後にのみ決定される。

例示の目的において、当行の直近の発行済・払込済株式資本である9,773,592,486 株

の普通株式（2016年５月６日現在）、本発行価格及び配当金の割当可能部分である0.24

マレーシア・リンギットに基づき、当行
*
の資本組入額／再投資額は約2.35十億マレーシ

ア・リンギット（63.43十億円）（普通株式約280,917,628株相当）となる。

*　上記の算出においては100％利用されることを前提としている。ただし、実際の利用の程

度はより低い可能性がある。

 

＜中　略＞

 

（９）手取金の総額及び使途

 

手取金の総額

実際の手取金の総額は、当行の適格株主の利用の程度によるため、クロージング日

の後にのみ決定される。

 

＜後　略＞
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＜訂正後＞

 

＜前　略＞

 

（２）発行数

235,139,196株

 

（３）発行価格及び資本組入額

 

＜中　略＞

 

資本組入額

1,963,412,286.60マレーシア・リンギット（52,992,497,615.33円）

 

（４）発行価額の総額及び資本組入額の総額

 

発行価格の総額

1,963,412,286.60マレーシア・リンギット（52,992,497,615.33円）

 

資本組入額の総額

1,963,412,286.60マレーシア・リンギット（52,992,497,615.33円）

 

＜中　略＞

 

（９）手取金の総額及び使途

 

手取金の総額

1,963,412,286.60マレーシア・リンギット（52,992,497,615.33円）

 

＜後　略＞

 

EDINET提出書類

マラヤン・バンキング・ベルハッド(E31504)

訂正臨時報告書

4/4


	表紙
	本文
	１提出理由
	２訂正事項

